消防設備保守サービス利用規約

本利用規約（以下「本規約」という。）は、株式会社●●（以下「当社」という。）が提供する消防設備保守サービス（以下「本サービス」という。）の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する契約者（以下「利用者」という。）は、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。

第1条（目的）
本規約は、当社が提供する消防設備の点検、保守、維持管理、報告支援その他関連サービスの利用条件を定め、当社と利用者との権利義務関係を明確にすることを目的とします。

第2条（適用範囲）
1．本規約は、利用者と当社との間で締結される消防設備保守サービスに関する一切の契約関係に適用されます。
2．当社が別途定める申込書、見積書、サービス仕様書、利用案内その他の文書は、本規約の一部を構成するものとします。
3．本規約と個別契約の内容が異なる場合は、個別契約の内容が優先して適用されます。

第3条（サービス内容）
当社は、利用者に対し、次の各号のサービスの全部または一部を提供します。
（1）消防設備の定期点検
（2）消防設備の保守管理
（3）消防設備の作動確認
（4）不具合箇所の報告
（5）改修提案および見積作成
（6）消防署提出書類作成支援
（7）緊急時の相談対応
（8）その他当社が提供する関連サービス
第4条（利用申込み）
1．利用者は、当社所定の方法により本サービスを申し込むものとします。
2．当社は、次のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことがあります。
（1）申込内容に虚偽がある場合
（2）料金支払能力に不安がある場合
（3）過去に本規約違反がある場合
（4）その他当社が不適当と判断した場合

第5条（利用料金）
1．利用者は、個別契約で定める利用料金を支払うものとします。
2．料金の支払方法、支払期限等は個別契約の定めによるものとします。
3．銀行振込手数料その他支払に要する費用は利用者の負担とします。

第6条（点検実施への協力）
1．利用者は、当社による点検作業に必要な範囲で設備、機械室、管理室その他対象箇所への立入りを認めるものとします。
2．利用者は、設備図面、過去の点検記録その他必要資料を当社へ提供するものとします。
3．利用者が必要な協力を行わないことにより点検が実施できなかった場合、当社はその責任を負いません。

第7条（設備の修繕および改修）
1．点検の結果、不具合や法令不適合事項が発見された場合、当社は利用者へ報告します。
2．修繕工事、改修工事その他追加業務は、本サービスに含まれないものとし、別途契約を締結するものとします。
3．利用者は、消防法その他関係法令上必要となる改善措置を自己の責任で実施するものとします。

第8条（緊急対応）
1．当社が緊急対応サービスを提供する場合、その内容、対応時間および料金は個別契約で定めるものとします。
2．災害、交通事情、天候その他やむを得ない事情により対応が遅延した場合、当社はその責任を負わないものとします。

第9条（禁止事項）
利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
（1）法令または公序良俗に反する行為
（2）当社業務を妨害する行為
（3）虚偽情報を提供する行為
（4）消防設備を故意に改変または破損する行為
（5）当社従業員に対する威迫、暴言または迷惑行為
（6）その他当社が不適切と判断する行為

第10条（再委託）
当社は、本サービスの全部または一部を協力会社または専門事業者へ再委託できるものとします。この場合、当社は再委託先を適切に管理監督します。

第11条（秘密保持）
1．当社および利用者は、本サービスに関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他の非公開情報を第三者へ漏えいしてはなりません。
2．次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれません。
（1）公知の情報
（2）受領前から保有していた情報
（3）正当な権限を有する第三者から取得した情報
（4）法令または公的機関の要請により開示が必要な情報

第12条（個人情報の取扱い）
当社は、本サービスに関連して取得した個人情報を、法令および当社プライバシーポリシーに従って適切に管理します。

第13条（知的財産権）
1．本サービスに関連して当社が作成する報告書、点検記録、マニュアルその他資料に関する著作権その他知的財産権は当社または正当な権利者に帰属します。
2．利用者は、当社の事前承諾なくこれらを第三者へ提供し、複製し、または商業利用してはなりません。

第14条（免責事項）
1．当社は、本サービスの提供により火災、事故、設備故障その他一切の事象の発生を完全に防止することを保証するものではありません。
2．当社は、利用者が修繕提案や改善提案を実施しなかったことに起因する損害について責任を負いません。
3．天災地変、停電、通信障害、行政措置その他当社の責めに帰することのできない事由により生じた損害について責任を負いません。
4．当社の損害賠償責任は、故意または重大な過失による場合を除き、直近1年間に利用者が支払った利用料金総額を上限とします。

第15条（契約期間）
1．契約期間は個別契約に定める期間とします。
2．契約期間満了日の30日前までに当社または利用者から書面による終了通知がない場合、同一条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

第16条（契約解除）
1．当社または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、催告なく契約を解除することができます。
（1）本規約または個別契約に違反した場合
（2）支払停止または支払不能となった場合
（3）破産、民事再生その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
（4）反社会的勢力との関係が判明した場合
（5）その他契約継続が困難と認められる重大な事由がある場合
2．解除によって相手方に損害が生じても、解除した当事者は責任を負いません。

第17条（反社会的勢力の排除）
1．利用者および当社は、自らおよびその役員等が反社会的勢力に該当しないことを表明し保証します。
2．前項に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず契約を解除することができます。

第18条（規約の変更）
当社は、法令改正、サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合、本規約を変更することができます。変更後の規約は、当社所定の方法で公表した時点から効力を生じるものとします。

第19条（協議事項）
本規約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、当社および利用者が誠意をもって協議し解決するものとします。

第20条（準拠法および管轄裁判所）
1．本規約は日本法に準拠し解釈されます。
2．本規約に関して生じる一切の紛争については、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

本規約は、20●●年●●月●●日から施行します。

